
広島県立庄原実業高等学校乳牛の尿運搬業務仕様書 

 

１　業務名 

　　広島県立庄原実業高等学校乳牛の尿運搬業務 

 

２　履行場所 

　　広島県庄原市西本町一丁目 25番 19 号及び広島県庄原市実留町 1768 番地３ 

　　広島県立庄原実業高等学校農場及び敷信農場 

 

３　履行期間 

　　令和８年４月１日から令和 11年３月 31 日まで 

（地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 

４　業務内容 

　　広島県立庄原実業高等学校農場（広島県庄原市西本町一丁目 25 番 19 号）内５か所の

尿溜槽（別図１）の汲み取りを行い、汲み取った尿を広島県立庄原実業高等学校敷信農場

（広島県庄原市実留町 1768 番地３）へ搬入し、敷信農場の尿溜槽（別図２）に搬入する。 

 

５　特記事項 

（1）業務関係図書 

　　業務開始までに作業計画書（任意様式）を作成し、施設管理担当者の承認を得ること。

また、契約期間中において、提出した作業計画書に変更があった場合には随時再提出し、

施設管理担当者の承認を得ること。 

 

（2）業務責任者及び業務担当者 

　　業務開始までに業務責任者及び業務担当者に関する次の事項について、書面をもって

施設管理担当者に通知すること。また、契約期間中に業務責任者または業務担当者に変更

がった場合も同様とする。 

　・氏名 

　・生年月日 

　・受注者との雇用関係を証明する書類 

 

（3）業務条件 

　ア　業務実施回数 

　　　業務は毎月１回実施することとする。 

 



　イ　業務実施時間 

　　　平日の９時から 16時までの間で実施すること。これにより難い場合は、事前に施設 

管理担当者と調整し、承諾を得ること。 

 

（4）業務の報告 

　　受注者は業務を履行したときは、次の書類を各期限までに提出すること。 

　　・業務完了通知書　翌月 10 日まで 

　　・産業廃棄物管理票（マニフェスト A票、B2 票、C1 票、D票、E票）　翌月 10 日まで 

 

６　その他 

　　本件業務の履行に当たっては、本仕様書のほか、産業廃棄物収集・運搬業務委託特約事

項を適用する。また、本仕様書及び産業廃棄物収集・運搬業務委託特約事項のいずれにも

定めがない事項については、双方協議により定めることとする。


